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◎本書の記述において下記のような誤りがありました。訂正してお詫び申し上げます。 

【2020年9月10日現在】 

刷 頁 訂正箇所 訂正前 訂正後 

↓ 本文 

1～3 p10 メンタルヘルス・マネジメント検定試験

の概要 受験料 
Ⅰ種 

(マスターコース) 

Ⅱ種 

(ラインケアコース) 

Ⅲ種 

(セルフケアコース) 

10,800円 6,480円 4,320円 
 

Ⅰ種 

(マスターコース) 

Ⅱ種 

(ラインケアコース) 

Ⅲ種 

(セルフケアコース) 

11,000円 6,600円 4,400円 
 

1～3 p11 メンタルヘルス・マネジメント検定試験

の概要 申込方法 

※以下のとおり差替え 

②コンビニ端末からの申込み 

セブンイレブン、ローソン、ミニストップ、ファミリーマートの情報端末から申込みができます。詳しくは公式サイトの「申

込方法」→「個人で申し込む」→「STEP.02 申込方法」→「コンビニ情報端末」を参照してください。 

1～3 p11 公式試験の受験者数と合格率 ※右のとおり差替え 
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刷 頁 訂正箇所 訂正前 訂正後 

↓ 本文 

1～3 p34 図表1-7 

週 40 時間超の時間外･休日労働時間(1

か月当たり) 

100時間を超える 80時間を超える 

1～3 p34 図表1-7 

従業員自らの申し出 

ありなしにかかわらず なし 

1～3 p34 図表1-7 

面接指導 

実施するよう努める（努力義務） 超えた時間に関する情報の提供 

実施するよう努める（努力義務） 

1～3 p34 ①労働時間の適正化 ・36（サブロク）協定の締結 ・36（サブロク）協定原則つき45時間、年360時間の罰則付

き上限規制の締結 

1～3 p37 ◆ストレスチェックの実体制の整備 

2行目 

～精神保健福祉士などに限られる。 ～精神保健福祉士・歯科医師・公認心理師などに限られる。 

1～3 p41 ・民間企業 ⇒ 障害者雇用率2.0％ 障害者雇用率2.2％ 

1～3 p41 ・国、地方公共団体、特殊法人等 ⇒ 同2.3％ 同2.5％ 

1～3 p41 ・都道府県等の教育委員会 ⇒ 同2.2％ 同2.4％ 

1～3 p49 番号5 解説文 ※以下の文章を追加 

2019年4月より、1か月当たり100時間ではなく、80時間を超える要件となっています（中小企業は2020年4月からの実施）。 

1～3 p69 図表3-6 

仕事以外の要因 

家族、家庭からの欲求 家族、家庭からの要求 

1～2 p84 ◆アスペルガー症候群 （近年では自閉症スペクトラム障害：ＡＳＤ） （自閉症スペクトラム障害：ＡＳＤに含まれる） 

1～2 p97 図表4-4 

人事労務管理スタッフと管理監督者の

基本的な対応 3段目 

家族に事情を説明し、家族の理解を得て専門医の受診や治療

につなげる。 

家族に事情を説明し、家族等の理解を得て専門医の受診や治

療につなげる。 

1～3 p122 ◆健康診断の問診の中で、法に基づくス

トレスチェックはできない 3行目 

～職業性ストレス簡易調査票」を使用しなくとも、不適切と

なる。 

～職業性ストレス簡易調査票」と異なる項目を使用しても、

不適切となる。 

1～2 p132 問21 1行目 面接前には、産葉保健活動や事業場全体 面接前には、産業保健活動や事業場全体 

1～2 p137 図表7-1 公共機関の役割 

機関名 

こころホットライン こころの耳電話相談 
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刷 頁 訂正箇所 訂正前 訂正後 

↓ 本文 

1～3 p137 図表7-1 公共機関の役割 

地域障碍者職業センター 

サービス内容と特徴 1行目 

全国47都道府県のセンターと１支所（東京）に設置 全国47都道府県のセンターと支所に設置 

1～3 p244 第7問［１］ 

解説文① 2行目 

全国の動労基準監督署の単位ごとに設置され、 全国47都道府県のセンターと支所に設置され 

 

 

 


